
吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町長は、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの利用を促進し環

境の保全を図るため、新エネルギー機器等の設置者に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付

規則（昭和５４年吉田町規則第８号）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「新エネルギー機器等」とは、次に掲げる機器をい

う。 

  太陽光発電システム 

  蓄電池システム 

（補助の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、町内に現に居住し、又は居住する予定の住

宅に新エネルギー機器等を設置する者で、町税を完納しているものとする。 

（補助の条件及び補助金額） 

第４条 補助の条件及び補助金額は、別表のとおりとする。 

（補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、新エネルギー機器等の設置に係

る工事の着手前（建て売り住宅を購入する者にあっては、引渡し前）に吉田

町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付申請書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

  新エネルギー機器等の設置に係る契約書又は見積書の写し 

  機器等の形状、規格等を確認できる資料 

  設置場所付近の図面 

  売買契約書の写し（建て売り住宅を購入する者に限る。） 

  その他町長が特に必要と認めるもの 

（交付の決定） 

第６条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審

査し、適当と認めたときは、当該申請を行った者に対し、吉田町住宅用新エ

ネルギー機器等設置事業費補助金決定通知書（様式第２号）により通知する

ものとする。 

（変更等の承認申請等） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象者」



という。）は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらか

じめ吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業変更（中止）承認申請書（様

式第３号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。 

  補助事業の内容の変更をしようとする場合 

  補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

  補助事業に要する額の変更をしようとする場合 

２ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

（変更等の交付決定） 

第８条 町長は、前条第１項に規定する申請書の提出があったときは、その内

容を審査し、適当と認めたときは、吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事

業費補助金変更（中止）交付決定通知書（様式第４号）により、当該申請者

に対して通知するものとする。この場合において、町長は、補助金交付につ

いて条件を付することができる。 

（実績報告） 

第９条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から起

算して３０日を経過した日又は当該事業の交付の決定を受けた年度の３月末

日のいずれか早い日までに吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業実績報

告書（様式第５号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければな

らない。 

  新エネルギー機器等の設置費に係る領収書（内訳書を含む。）の写し 

  新エネルギー機器等の設置完了後の写真 

  新エネルギー機器等（太陽光発電システムを除く。）の製造番号が分かる

保証書等の写し 

  電力会社との電力需給契約書の写し（太陽光発電システムを設置した者

に限る。） 

  その他町長が特に必要と認めるもの 

（交付の確定） 

第１０条 町長は、前条に規定する補助事業完了の報告があったときは、その

内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉田

町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付確定通知書（様式第６号）

により通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１１条 補助対象者は、前条に規定する通知書を受理した日から起算して 



１０日を経過した日以内に、吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補

助金交付請求書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する請求があったときは、補助金を交付する。 

（決定の取消し） 

第１２条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

  偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

  補助金を他の用途に使用したとき。 

  補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命

令に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合に

おいて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、

その返還を命ずるものとする。 

（協力） 

第１４条 町長は、この要綱による補助金の交付を受けて新エネルギー機器等

を設置した者に対し、必要に応じて新エネルギー機器等の使用状況に関する

データの提供及びその他の協力を求めることができる。 

（財産の管理等） 

第１５条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効果の増加した財産に

ついては、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理すると

ともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１６条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効果の増加した財産（１

件当たりの取得価格が５０万円未満の機械及び器具を除く。）については、減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定

める耐用年数に相当する期間（同令に定めがない財産については、町長が定

める期間）内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 町長は、その承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった

場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。 

（関係書類の整備） 

第１７条 補助対象者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書

類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付の決定を受けた年

度の終了後から５年間保管しなければならない。 



（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付要綱の廃止） 

２ 吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付要綱（平成２２年

吉田町要綱第１０号）は、廃止する。 

（吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付要綱の廃止に伴う

経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、平成２６年度分までの吉田町住宅用太陽光発電

システム設置事業費補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

対象機器 補助の条件 補助金額 

太陽光発電

システム 

  住宅の屋根等に設置し、太陽電池モジュール

の公称最大出力が３キロワット以上１０キロ

ワット未満であること。 

  電気事業者と電力需給契約を締結し、低圧配

電線と逆潮流のある方式で系統連係している

もの。ただし、余剰電力売電方式のものに限る。

 未使用品であり、未設置（建て売り住宅を除

く。）であること。 

  対象機器について、過去に町の補助金の交付

を受けていないこと。 

２万円

蓄電池シス

テム 

  経済産業省が実施する「ネット・ゼロ・エネ

ルギーハウス（ＺＥＨ）普及加速事業」の蓄電

池システムの補助対象機器に該当すること。 

  住宅に設置するものであること。 

  未使用品であり、未設置（建て売り住宅を除

く。）であること。 

  対象機器について、過去に町の補助金の交付

を受けていないこと。 

１０万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 
 

吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付申請書 
 
                            年  月  日 
 
 吉田町長      様 
 
                   住所 
               申請者 氏名             印 
                   連絡先(電話番号) 
 
 吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金の交付を受けたいので、

吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付要綱第５条の規定によ

り、関係書類を添えて申請します。 
 また、この申請に関し、町税を完納していることの審査のため、町税の納付

状況について調査されることに同意します。 
 

交 付 申 請 額                    円 
設置工事着手予定年月日        年    月    日 
設 置 場 所 吉田町 

設
置
予
定
機
器
等
概
要 

□太陽光発電システム 

太陽電池モジュールの公称最大出力： 
       kW(小数点以下第３位四捨五入) 
メーカー名 ： 
型 式 名 ： 

□蓄電池システム 

メーカー名 ： 
型 式 名 ： 
蓄 電 容 量 ： 
定 格 出 力 ： 

 
添付書類 
   新エネルギー機器等の設置に係る契約書又は見積書の写し 
   機器等の形状、規格等を確認できる資料 
   設置場所付近の図面 
   売買契約書の写し（建て売り住宅を購入する者に限る。） 
   その他町長が特に必要と認めるもの 



様式第２号（第６条関係） 
                           第     号 
                           年  月  日 
 
            様 
 
                     吉田町長       □印  
 

吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金決定通知書 
 
     年  月  日付けで申請のあった吉田町住宅用新エネルギー機器

等設置事業費補助金の交付について、次のとおり交付を決定したので通知しま

す。 
 
１ 補助金交付決定額            円 
２ 条件 
   吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付要綱を遵守する

こと。 
   補助事業完了後は、速やかに吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業

実績報告書（様式第５号）及び吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業

費補助金交付請求書（様式第７号）を提出すること。 
   補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに町長

に報告し、その指示を受けること。 
   補助の目的に反した場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めること

があること。 



様式第３号（第７条関係） 
 

吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業変更（中止）承認申請書 
 
                           年  月  日 
 
 吉田町長      様 
 
                   住所 
               申請者 氏名             印 
                   連絡先(電話番号) 
 
 吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業について、変更（中止）したいの

で、承認されるよう申請します。 
 
１ 変更内容 
 
 
 
 
 
２ 変更（中止）理由 
 



様式第４号（第８条関係） 
                           第     号 
                           年  月  日 
 
            様 
 
                     吉田町長       □印  
 
   吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金変更（中止）

交付決定通知書 
 
     年  月  日付けで申請のあった吉田町住宅用新エネルギー機器

等設置事業の変更（中止）承認申請について、次のとおり決定したので通知し

ます。 
 
１ 承認内容 
 
 
２ 補助金変更後交付決定額           円 
 
３ 条件 
   吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付要綱を遵守する

こと。 
   システムの設置完了後は、速やかに吉田町住宅用新エネルギー機器等設

置事業実績報告書（様式第５号）及び吉田町住宅用新エネルギー機器等設

置事業費補助金交付請求書（様式第７号）を提出すること。 
   補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに町長

に報告し、その指示を受けること。 
   補助の目的に反した場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めること

があること。 



様式第５号（第９条関係） 
 

吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業実績報告書 
 
                            年  月  日 
 
 吉田町長      様 
 
                   住所 
               申請者 氏名             印 
                   連絡先(電話番号) 
 
     年  月  日付け  第    号により交付の決定を受けた吉

田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金について、システムの設置が

完了したので報告します。 
 

交 付 決 定 額                    円 
設 置 完 了 年 月 日      年  月  日（竣工検査実施日）

設 置 場 所 吉田町 

設
置
機
器
等
概
要 

□太陽光発電システム 

太陽電池モジュールの公称最大出力： 
       kW(小数点以下第３位四捨五入) 
メーカー名 ： 
型 式 名 ： 

□蓄電池システム 

メーカー名 ： 
型 式 名 ： 
蓄 電 容 量 ： 
定 格 出 力 ： 

 
添付書類 
   新エネルギー機器等の設置費に係る領収書（内訳書を含む。）の写し 
   新エネルギー機器等の設置完了後の写真 
   新エネルギー機器等（太陽光発電システムを除く。）の製造番号が分かる

保証書等の写し 
   電力会社との電力需給契約書の写し（太陽光発電システムを設置した者

に限る。） 
   その他町長が特に必要と認めるもの 



様式第６号（第１０条関係） 
                           第     号 
                           年  月  日 
 
            様 
 
                     吉田町長       □印  
 

吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付確定通知書 
 
     年  月  日付け  第    号により交付決定した吉田町住

宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金について、次のとおり交付額を確定

したので通知します。 
 なお、関係書類は、補助金交付を受けた日から５年間保管してください。 
 
１ 交付決定額    金         円 
 
２ 交付確定額    金         円 
 
 



様式第７号（第１１条関係） 
 

吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付請求書 
 
                            年  月  日 
 
 吉田町長      様 
 
                   住所 
               申請者 氏名             印 
                   連絡先(電話番号) 
 
     年  月  日付け  第    号で確定の通知があった吉田町

住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金を、次のとおり請求します。 
 
１ 補助金交付請求額          円 
２ 振込先 
   金融機関名                     支店 
   口 座 種 別  普通 ・ 当座 
   口 座 番 号               
   フ リ ガ ナ               
   口座名義人               
 
 
 
 
 


